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件名 
『広島綜合警備保障株式会社』との災害協定について 

～災害時における地域安全の確保に係る警備業務等の実施に関する協定～ 

  

件名のことについて、下記のとおり災害協定を締結しますのでお知らせします。 

  

 

１ 背 景  

○地震等による大規模災害時には、住民が避難して留守になった住宅に、空き巣が侵入す

るなどの犯罪が発生することが問題となっています。また、避難所では避難車両の誘導

や配送された救援物資の運搬・整理を行う必要があります。 

協定締結先 

広島市安佐南区西原八丁目３４番３号 

広島綜合警備保障株式会社 

代表取締役社長 山田 積 

 

２ 協定式  

 

３ 協定内容  

  災害時に被災住宅地域の巡回警備や避難所での巡回、避難車両誘導及び物資整理、物資

集積場所の警備及び物資管理等を支援していただくもの。 

 

４ 添付資料  
  協定書 
 

日  時 場  所 協 定 先 出 席 者 

令和６年８月２３日（金） 

1１時００分 ～  

市役所４階 

委員会室 

取締役 施設管理事業部長 

    村上 尚裕 

福山支社長 三宅 勝 

 
   

  【添付資料】  有  無 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

災害時における地域安全の確保に係る警備業務等の 

実施に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾 道 市 

広島綜合警備保障株式会社 

 

  



災害時における地域安全の確保に係る警備業務等の実施に関する協定書 

 

 尾道市（以下「甲」という。）と広島綜合警備保障株式会社（以下「乙」とい

う。）は、災害時における地域安全の確保に係る警備業務等の実施に関し、次の

とおり協定を締結した。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、災害時において、甲の要請に基づき乙が緊急かつ優先的に 

実施すべき警備業務等に関し、必要な事項を定め、もって的確かつ実効性のあ 

る警備業務等を実施することによって、地域安全の確保に資することを目的と 

する。 

 

 （災害の定義） 

第２条 この協定における「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２ 

２３号）第２条第１号に定める災害のうち、甲が乙に対し協力を要請する必要 

があると認めるに足りる規模の災害とする。 

 

 （警備業務等の内容） 

第３条 甲が乙に対し、要請を行う警備業務等は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 避難所における巡回警備及び運営支援 

(2) 避難所及び避難場所における避難車両誘導 

(3) 救援物資集積場所における警備及び物資管理支援 

(4) 被災住宅地域における巡回警備 

(5) 乙が所有するドローンを活用した被災状況等の画像又は動画の提供 

(6) その他協議に合意した事項 

 

 （業務の要請等） 

第４条 甲は、前条の規定により警備業務等を要請しようとするときは、警備業

務等の内容、日時、場所、必要人員及び従事期間を特定した上で、乙に対し、

協力業務要請書（別記様式第１号。以下「要請書」という。）により行うもの

とする。ただし、緊急を要する場合は、電話等の方法により行い、事後速やか

に要請書を提出するものとする。 

 

 （業務の実施） 

第５条 前条による要請を受けた乙は、遅滞なく警備業務等の実施に向けた調整 

を行うものとする。 

２ 前項の調整の結果、当該要請に応じる場合は、乙は速やかに、甲に報告する

ものとする。 

３ 第１項の調整により、前条に係る警備業務等（以下「受託業務」という。）

を受託する場合は、この協定の目的に沿って、自社等に所属する警備員等（以

下「出動警備員等」という。）を甲が指定する場所に出動させ、受託業務を誠

実に実施するものとする。 

 

 （費用負担及び契約の締結） 

第６条 乙が実施する受託業務に要した費用については、甲と乙が別に契約を締 



結し、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用の額は、甲が役務の提供を受ける直前の適正価格を基準として、 

甲乙協議して決定するものとする。 

 

 （出動警備員等に対する補償） 

第７条 受託業務に従事した者が、当該業務において負傷し、若しくは疾病にか 

かり、又は死亡した場合の補償については、甲の責めに帰すべき事由によらな 

いものについては、乙の責任において対処するものとする。 

 

（損害賠償） 

第８条 この協定に基づく警備業務等の実施に関し、出動警備員等の責めにより 

第三者に損害を与えた場合の賠償は、乙がその責任の範囲内において支払うも 

のとする。 

 

 （協議） 

第９条 この協定の実施に関し、疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事 

項については、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。 

 

（連絡体制） 

第１０条 甲及び乙は、この協定に関する事項の伝達を円滑に実施するため、双

方の連絡する順位を定めた連絡先を毎年度当初に、災害時における地域安全の

確保に係る警備業務等の実施に関する協定書連絡先報告書（別記様式第２号）

により甲乙互いに報告するものとし、期中に異動があった場合も、その都度、

同様式により報告するものとする。 

 

（有効期間） 

第１１条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から令和７年３月３１日ま

でとする。ただし、この期間満了の日の３０日前までに甲又は乙から相手方に

対し、意思表示がないときは、協定期間を更に１年間延長するものとし、その

後もまた同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自

その１通を保有するものとする。 

 

 

 

  令和６年８月２３日 

 

 

 

     甲 尾道市 

       代表者 尾道市長 平 谷 祐 宏    印 

 

 

     乙 広島市安佐南区西原八丁目３４番３号 

       広島綜合警備保障株式会社 

       代表取締役社長 山 田   積     印 

  



様式第１号（第４条関係） 

 

協力業務要請書 

 

年  月  日 

 

広島綜合警備保障株式会社 

代表取締役社長          様 

 

尾 道 市 長 

 

 

災害時における地域安全の確保に係る警備業務等の実施に関する協定書第４条

の規定に基づき、次のとおり協力業務を要請します。 

 

要請担当者 

所属 職名 

氏名 連絡先 

電話、FAX 等による 

要請日時 

年  月  日 

   時  分頃 

要請内容 

 

場 所 

 

期 間 

 

備 考 

 



様式第２号（第１１条関係）    

 

災害時における地域安全の確保に係る警備業務等の実施に関する協定書 

連絡先報告書 

 

  年  月  日 

 

 

            様 

 

 

         報告者                  

 

 

災害時における地域安全の確保に係る警備業務等の実施に関する協定書第１

１条の規定により、次のとおり連絡先等について報告します。 

 

 

 

順位 担  当  等 電話 
勤務時間 

ファックス 
夜間・休日 

１  

 

 

 

２  

 

 

 

３  

 

 

 

 

 

 

 


